
記 帳 の 方 法 に つ い て 
 

売り立て帳の記入・領収書等の保存・現金出納簿の記帳 

 農産物の直売・庭先販売をしている方は毎日売り立て帳に販売数量、入金額を 
 記入し保存します。また業者に販売する場合は明細を書いた仕切り書、伝票等を保存してお

きます。 
 経費として算入できるもの（または算入できそうなもの）は、領収書、レシートを保存し、

必要ならばあとで内容がわかるようにメモ書きをする。後で整理がしやすいようにノートな

どに日付順に張り付けておくとよい。それができなければ領収書等を入れる箱・引出を決め

て入れておく。 
 クミカン取引における販売・経費についても伝票および明細書・計算書などは保存しておき

ましょう。 
 もしできるならば、毎日の現金の出し入れを現金出納簿に記入してください。 
 

年度末の決算 

１） ローズリーフ式の現金出納簿（用紙）を用意します。（普通の大学ノートでも可） 
２） 元帳の準備．．． それぞれの科目（販売収入、雑収入、租税公課、肥料費、農薬費．．．．．）

の見出しをつけたページを用意します。 
３） クミカン報告書の整理．．． １月から順にクミカン報告書を見直し、農業収入また

は農業支出（経費）となる取引をそれぞれ該当する科目の元帳に転記します。（転記した

取引についてはクミカン報告書にチェックを付けておく） 
４） 現金・普通口座扱い取引の整理．．． 保存しておいた領収書、売り立て帳、伝票、

メモ等をもとに収入、支出をそれぞれ該当する科目の元帳に記帳します。 
５） 家事関連支出の按分．．． 固定資産税、車輌費、水道光熱費、雑支出（電話料）に

は 100％経費と見なされないものが含まれています。それらの取引の家計費分を別紙にて
計算集計し、それぞれ該当する科目の元帳において差し引きます。 

６） 転作奨励金、農協特別配当金等の処理．．． 各部落の執行委員の指導により処理し

ます。（一時所得分の差引、出資充当分の算入） 
７） 各科目の合計を計算し、収支内訳書に転記します。 
８） 未販売農産物の棚卸し．．． 縁故米・庭先販売米等の在庫、自家採取種子、小豆（農

協委託の未販売分）、大豆（施設調整の場合の仮渡金）等を別紙にて計算集計し収支内訳

書（農産物の棚卸し（期末））に転記します。また前年度の農産物の棚卸し（期末）の金

額を今年度の農産物の棚卸し（期首）に転記します。 
９） 減価償却費の計算．．． 農民協事務所にて減価償却費の計算表を作成いたしますの

で本年度の必要経費算入額を収支内訳書の減価償却費の欄に転記します。 
１０） 収支内訳書にそれぞれの科目の内訳を記入し合計等を計算・精査します。 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


